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豊中まつり 2026 出店者募集要項       2026.4 

 

１．趣旨（目的） 

豊中まつりは、市民の皆様に支えられながら歩みを重ね、本年で 59 回目を迎えます。 

長年にわたり受け継がれてきたこのお祭りは、多くの市民ボランティア、団体、企業の皆様のご協力の

もと、世代を超えて人々が集い、交流し、地域の魅力を再発見できる豊中市最大の市民まつりとして 

発展してまいりました。 

一昨年より秋開催となった豊中まつりは涼やかな季節のもと、多くの来場者を迎えながら安全・安心

に開催することができました。本年度も引き続き秋開催とし、安全・安心を最優先に、来場される 

すべての皆様が楽しんでいただけるお祭りとなるよう、より充実した内容で実施してまいります。 

 

また、本年は豊中市制施行 90 周年という大きな節目の年を迎えます。これまで豊中のまちを築き、支

えてこられた先人の歩みに敬意を表するとともに、この記念すべき年を市民の皆様とともに祝い、 

豊中の魅力と誇りを改めて感じられる機会として、豊中まつりとしてもその機運を高めてまいります。 

以上の趣旨にご賛同いただき、豊中まつりへご協力いただける出店者を募集します。 

 

２．日時 

 2026 年 10 月 3 日（土）・4 日（日）12：00～21：30（原則・予定） 

３．出店場所 

 豊中市曽根南町 1 丁目 豊島公園 （阪急宝塚線曽根駅） 

４．応募資格 

出店を希望される方は、共に「豊中まつり」をつくるといった事業者パートナーとしての役割をご理

解いただき、下記の条件を満たすことをご確認のうえ、ご応募ください。 

・豊中まつりの趣旨を理解する企業･団体 

・ＳＤＧｓを意識した取組みを実践できる企業・団体（申込書に具体的な取組みを記載してください） 

・原則として企業 PR やキャンペーン活動を目的に出店を希望される企業・団体 

  ※ 過去の出店例：新製品の展示、体験と使用方法説明、事業内容の展示と製品販売 

・出店決定者向け説明会（8 月 29 日㈯開催）に出席できる企業･団体 

・当実行委員会が要請する安全対策、出店資格、その他依頼事項を遵守する企業･団体 

・該当する出店料を指定する期限までに支払うことができる企業･団体 

・暴力団等の諸団体と全く関係せず、設備・備品、及び材料の仕入れや人員の手配等においても健全

な企業・団体  

※感染症等の状況により、開催内容見直しや出店内容の変更を依頼することがあります。感染症拡大

防止への取組みの徹底等、予めご理解いただいたうえご応募をお願いいたします。 

・原則、飲食店等の事業者様は、豊中市内で有効な露店営業の許可を取得している方に限ります。 

 ※提出期限までに営業許可証の取得が間に合わない場合は、申請中であることがわかる書類、 

または営業許可に関する誓約書を営業許可証の写しに代えて提出し、営業許可証が取得でき次第、 

営業許可証の写しを必ず事務局までご提出ください。 
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・出店が決定した場合は、施設賠償責任保険に加入していただく必要があります。 

※現在、加入されている保険がまつり会場でも適用される場合を除く。この場合も保険に加入して

いることがわかる書類のコピーをご提出ください。詳しくは出店決定者向け説明会にて説明いた

します。 

※「免責金額（自己負担額）」が 0 円の保険にご加入ください。既に保険にご加入されている方も、 

「免責金額（自己負担額）」が 0 円になっているかをご確認の上、ご提出ください。         

５．出店料等 

出店エリア テント 出店料等※ 募集予定数 

企業協賛ブース（フラワーロード） 小 150,000 円※ 13 店 

企業協賛ブース（ヤシの木通り） 小 110,000 円※ 10 店 

企業協賛ブース 

（市民ふれあいステージエリア） 
小 110,000 円※ 若干数 

ILT×沖縄音舞台ステージエリア   

（多目的広場） 
大 150,000 円※ 若干数 

豊中うまいもんエリア 

（球場東側エリア） 

※出店は豊中市内で実際に飲食店を営んで

いる方に限ります。 

小 100,000 円※ 15 店 

※インボイス制度における適格請求書発行事業者ではありませんので、消費税はいただいていません。

全額が本体価格となります。 

６．テント設備 

（小）…小テント 1 張（間口 3.6m×奥行 2.7m）、机 3 台（W1800×D450×H750）、 

    いす 6 脚、照明（６０w電球 2個）、２口コンセント（２Kwまで）１個 

（大）…大テント 1 張（間口 5.4m×奥行 3.6m）、机 4 台（W1800×D450×H750）、 

    いす 6 脚、照明（６０w電球 3個）、２口コンセント（２Kwまで）１個 

 ※今年度よりテント周りの提灯はございません。ソケット（E26 口金）のみになります。 

使用する場合は必ず LED 電球を使用してください。（テント内の照明はついています。） 

 

※使用される電気機器はすべて必ず申告してください。使用電力が 2kw を超えた場合は、 

超過 1kw ごとに 2 万円、業者による修繕費として 5 万円をいただきます。 

また、他のテントなど会場全体に影響が及んだ場合は、別途ご請求いたします。 

 

７．応募方法 

豊中まつり公式ホームページの申込フォームから必要事項を記入。6 月 20 日㈯17 時必着 

（※原則オンライン申込のみになります。企業の業務上できない場合はお問い合わせください） 

 

 

 

 



3 

８．注意事項 

・実行委員会から要請する安全対策等には必ずご協力ください。 

・実行委員会にて出店内容の精査、ご質問することがありますのでご了承ください。 

・当日の出店に関しては、国、大阪府から示される基準に基づき、出店関係者の健康確認および店舗

ごとに感染症対策等を講じるよう、お願いいたします。 

・アルコールの値段について、一定のルールを設けています。（350ml 缶ビール 350 円以上 ※生ビール

や発泡酒、その他の酒類の値段は自由）。また、アルコール類の販売は 21:00 までを厳守してくださ

い。 

・20 歳未満および 20 歳未満とみられる方へのアルコール販売は一切禁止です。万が一、販売している

ところを見かけた場合には出店をやめていただくなど厳重に対処します。 

・飲食出店の場合、提供するメニューを決める際は、飲食出店者向けマニュアル の「取扱いメニュ

ー例（P5）」を参考にしてください。ご不明な点については、豊中まつり事務局または豊中市保健所

までお問い合わせください。 

・油を使用する店舗は、必ずダンボール紙とブルーシートをテント内に敷いて下さい。 まつり終了

後、テント下の地面の汚れが酷い場合は別途清掃代を請求させていただきます。予めご了承くださ

い。また、油のゴミの出し方については 8月 29 日（土）の出店決定者向け説明会でご案内します。 

・環境への配慮の視点から瓶に入ったドリンク類の販売は原則禁止です。瓶に入ったドリンク類の販

売が必要な場合は、必ず事前に申請し、瓶の回収・持ち帰りを行って下さい。 

・豊中まつり SDGｓ宣言および令和 4年 4月に施行された、プラスチック資源循環促進法の趣旨に基 

づき、プラスチックごみ削減に向けた取組みを行います。提供時に使用する袋は、法令で有料化の

対象とならないプラ製（※次頁参照）またはプラ以外（紙、布等）の袋に限ります。 

食器、カトラリーなどは、環境に配慮した製品（バイオマスプラスティック製品など）の使用に努

めてください。 

・感染防止の視点から、キャッシュレス決済を推奨しています。 

・当日、公園内の駐車場は使用できませんので、必要な場合は近隣の有料駐車場をご利用ください。 

・会場内を車で走行する場合はハザード点灯かつ最徐行でお願いします。 

・豊中まつり会場（豊島公園）は条例により全面禁煙です(店舗テント内も含む)。 

・発電機の設置は禁止です。当実行委員会が用意する電源を使用してください。 

・火気を取り扱う場合は、実行委員会が用意する「消火器」を有料レンタル（￥1,300 予定）していた

だきます。 

・出店位置については来場者の安全対策を最優先とし、実行委員会にて決定いたします。 

・納入された出店料は、悪天候等の理由で豊中まつりが中止になっても返還できませんので、ご了承

ください。 

・その他、豊中まつり実行委員会の指示する事項を厳守するようお願いいたします。なお、当実行委

員会が出店内容を不適切とみなした場合には、まつり開催中であっても出店をやめていただきます 
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９．申込先・出店のお問合せ 

 豊中まつり事務局 

〒560-0032   豊中市蛍池東町 2-7-2 プレステージ蛍池 101 

TEL：06-6840-6878（出店専用電話） FAX：06-6840-6889 

E メール：matsuri@khaki.plala.or.jp  HP：http://www.toyonakamatsuri.net  

 

※お電話での対応は、火曜日 10:30～16:00 のみになります。 

※上記の番号は出店に関するお問い合わせ専用となっております。 

 

☆メニューについてのお問合せ・露店営業許可等に関しては… 

 豊中市保健所健康危機対策課 食品衛生係 

〒561-0881 豊中市中桜塚 4丁目 11－1 

  TEL：06-6152-7320 FAX：06-6152-7328 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「法令で有料化の対象とならないプラ製買い物袋    

経済産業省「レジ袋有料化 Q＆A ガイド」パンフレットより引用 

http://www.toyonakamatsuri.net/
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今後の流れ 
（１）食品の調理、提供に営業許可の取得が必要な場合 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

（2）食品の調理、提供に営業許可の取得が不要な場合または、取得済みの方 

                                 

 

 

 

 

 

 

※ 原則として飲食出店を申し込む場合は、営業許可証の写しの添付が必要です。許可証の写しの取得

が間に合わない場合は、期日までに提出する旨の誓約書(営業許可に関する誓約書)を添付してください。 

必要書類の提出期限は 8 月４日（火）となっております。その日までに許可証の写しをご提出ください

（許可証の発行が間に合わない場合は、許可申請時に保健所に「申請書の写し」を発行してもらってく

ださい）。 

 期日までに必要書類の提出がない、出店料の納入がない場合は出店辞退とみなし、出店できません。

ご注意ください。 

 また、出店が決定した店舗は【豊中まつり公式 LINE】への登録をしていただきます。 

決定後の連絡のやり取りは公式 LINE にて行います。 

 

☆出店決定者向け説明会 ※出店が決定した場合は必ずご参加ください。 

日時：8月 29日（土）1回目 10：00～ 2回目 14：00～ 

場所：くらしかん イベントホール (阪急宝塚線「豊中」駅から 徒歩 7分) 
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